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はじめに

日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界との間のヒト、カネ、情報の流れを拡大するグローバ

ル戦略の一環として、2020年度を目途に留学生受入れを30万人とすることを目指す「留学生30万人計

画」が2008年に策定され、12年が経過した。

この間、関係7省庁（文部科学省、外務省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省・観光庁）

においては、「留学生30万人計画」関係省庁会議を設置し、計画が掲げる目標を達成するべく、①日本

留学への誘い、②入試・入学・入国の入り口の改善、③大学等のグローバル化の推進、④宿舎提供等

受入れ環境づくり、⑤卒業・修了後の社会の受入れの推進の、日本留学への動機付けから日本国内へ

の定着に至るまで、一体として施策の推進に取り組んできた。

目標年度である2020年度末を迎えるに当たり、「留学生30万人計画」関係省庁会議において、これま

での施策の取組状況と成果を分析・検証し、その結果を次のとおり取りまとめた。

本検証では、グローバル化の大きな流れの中で、これまでの施策は一定の成果を残せたものの、今

後更なる向上に向けて工夫や強化が必要なものに加え、新型コロナウイルス感染症の影響への対応

や、我が国の技術的優位性を確保・維持する観点からの技術流出防止対策の強化等、新たな状況変

化や課題が生じていることも明らかとなった。「留学生30万人計画」は目標年度を迎えることとなるが、

本検証結果を踏まえながら、今後も関係省庁が引き続き連携・協力して施策の推進に取り組んでいくこ

とが重要である。

【関連データ・資料】
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Ⅰ.「留学生３０万人計画」骨子 検証結果（総論）

【計画骨子】

① 日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界との間のヒト、モノ、カネ、情報の流れを拡大する「グ

ローバル戦略」を展開する一環として、2020年を目途に留学生受入れ30万人を目指す。その際、高度

人材受入れとも連携させながら、国・地域・分野などに留意しつつ、優秀な留学生を戦略的に獲得して

いく。また、引き続き、アジアをはじめとした諸外国に対する知的国際貢献等を果たしていくことにも努

めていく。

② このため、我が国への留学についての関心を呼び起こす動機づけから、入試・入学・入国の入り口

から大学等や社会での受入れ、就職など卒業・修了後の進路に至るまで、体系的に以下の方策を実

施し、関係省庁・機関等が総合的・有機的に連携して計画を推進する。

【検証結果】

我が国の高等教育機関（大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程））及び日本語教育機

関に在籍する外国人留学生数は、「留学生30万人計画」を策定した2008年以降着実に増加し、計画が

目途とする2020年よりも1年早く、2019年5月時点で31万人に達した。

（在学段階）

この間、在学段階別の外国人留学生数の推移は、大学（学部・大学院）が93,186人（2008）→142,691

人（2019）、短期大学が2,117人（2008）→2,844人（2019）、高等専門学校が538人（2008）→506人（2019）、

専修学校（専門課程）が25,753人（2008）→78,844人（2019）、準備教育課程が2,235人（2008）→3,518人

（2019）、日本語教育機関が25,622人（2011※）→83,811人（2019）であり、高等専門学校はほぼ横ばい

であるものの、それ以外の在学段階においては、外国人留学生数が増加している。

日本語教育機関の外国人留学生数が約3.3倍へと大きく増加する一方、大学（学部・大学院）の伸び

は約1.5倍で日本語教育機関ほどの大きな伸びとはなっていないが、元々の受入規模に差があったこと

に加え、日本語教育機関の外国人留学生の多くは日本の高等教育機関へ進学することを目標に日本

語を学び、その卒業者の約8割が実際に国内の高等教育機関に進学しており、日本語能力が十分では

ない外国人留学生を我が国の高等教育へ円滑に橋渡しし、最終的に高度人材を育成するプロセスの

一端を担っている。

※日本語教育機関については、出入国管理及び難民認定法の改正（平成21年7月15日公布）により、2010年7月以降、それまでの在留
資格 「就学」から、在留資格「留学」に一本化されている。

（受入れ機関）

また、外国人留学生を受け入れる高等教育機関数も増加（1,437機関→1,747機関）しており、高度人

材を育成する場である高等教育機関において、外国人留学生と日本人学生が共に学ぶ環境の充実が

図られ、我が国の高等教育の国際化も進展している。

趣 旨
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Ⅰ.「留学生３０万人計画」骨子 検証結果（総論）

（出身国・地域）

近年特に、アジア諸国からの外国人留学生の出身国・地域が多様化し、世界、中でもアジアとの間の

ヒト、モノ、カネ、情報の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開する一環として取り組むこととされて

いる「留学生30万人計画」の施策目的に沿った動向となっている。

（専攻分野別）

高等教育機関に在籍する外国人留学生が修学する専攻分野は、社会科学が最も高く（37.1％）、次い

で人文科学（21.6％）、工学（17.6％）の順となっている。在籍段階別に見ると、大学学部や専修学校（専

門課程）では、高等教育機関全体よりも社会科学、人文科学の割合が高い一方、大学院では、人文科

学・社会科学の割合は合わせて3割程度であり、最も割合が高いのは工学（26.9％）となっている。

（日本国内への定着）

2019年度に我が国の高等教育機関を卒業・修了した者の約8割（約4.5万人）はその後も日本国内に

留まり、就職又は進学している。国内に留まった者のうち、国内で就職した者の数は、約9千人（2008）

から約2.3万人（2019）、計画策定時の約2.6倍へと増加している。また、卒業・修了者のうち、国内で就

職した者の割合も、卒業・修了者の約25％から約37％へと上昇し、高度外国人材の国内定着が図られ

つつある。

このように、外国人留学生数その他のデータの推移を見ると、これまでの施策による取組は、海外の

優秀な学生の日本留学への関心を高め、多くの学生が実際に日本に留学し、国内へ定着することによ

り我が国の社会・経済の発展に寄与するなど、一定の成果を上げている。
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【関連データ等】
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【関連データ等】

（単位：人）
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１．日本留学への誘い ～日本留学の動機づけとワンストップサービスの展開～

【計画骨子】

【計画に基づく主な取組状況】

「日本留学総合ガイドStudy in Japan」サイトの運営
海外において外国人留学生を積極的に獲得するため、大学の海外拠点等を活用し、オールジャパンで
日本留学を促進するための情報発信等を行う海外拠点事業を開始
【海外4か国（ミャンマー、ザンビア、インド、ブラジル）に拠点開設（2014年度～）、東南アジア

（ASEAN）、南西アジア、中東、アフリカ（サブサハラ）、ロシア及びCIS諸国、南米（2018年度～）】

国際交流基金による日本語教育の普及（日本語教育拠点「さくらネットワーク」※の拡充）
専門家派遣、海外教師等の訪日研修、日本語学習教材やオンラインコースの提供
日本語パートナーズ派遣事業の実施
※国際交流基金と世界各地の日本語教育機関との連携ネットワーク。海外における日本語教育の質を一層高め、より多くの人々に日本語学習の場を

提供することを目的とする。

（日本の文化、社会、高等教育に関する情報発信の強化）【外務省、文部科学省】

（海外における日本語教育機会の拡大）【外務省】

Ⅰ「留学生３０万人計画」骨子 検証結果（各論：各方策）

我が国の文化の発信や日本語教育の拡大により、日本ファンを増やして我が国及び大学等への関心
を呼び起こし、留学希望に結びつける。また、ウェッブなどを通じ留学希望者に対し各大学等の情報を
発信する。海外においては、在外公館や独立行政法人の海外事務所、大学等の海外拠点が連携して
日本留学に係る各種情報提供、相談サービスを実施し、留学希望者のためのワンストップサービスの
展開を目指す。

① 積極的に日本の文化、社会、高等教育に関し情報発信し、イメージ戦略としての日本のナショナル・ブ
ランドを確立。

② 海外の大学等と連携して効率的に日本語教育拠点を増加させることにより、海外における日本語教育
を積極的に推進。

③ 各大学等の留学情報発信や、日本留学フェア等多様な方法による留学情報の提供の取組を推進。
④ 在外公館、独立行政法人の海外事務所、大学等の海外拠点が連携して、海外において、日本留学に

係る各種情報を提供。また、留学希望者への相談サービスを提供する機能を強化し、留学希望者の
ためのワンストップ(一元的窓口)サービスの展開を目指す。

⑤ ビジット・ジャパン・キャンペーンとの連携による情報発信の強化。

方策 １

（訪日教育旅行の促進）【観光庁】

訪日教育旅行の需要が高いアジア市場を中心とする訪日教育セミナーの開催
海外学校関係者の日本の学校・観光地への招請
日本政府観光局のウェブサイトによる訪日教育旅行を受け入れる学校側が配慮すべき事項等の情報
発信
日本政府観光局の相談窓口による訪日教育受入申請等と国内の学校・教育関連機関等とのマッチン
グ支援
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【検証結果】

外国人留学生を受け入れる各大学等、在外公館、独立行政法人や各大学の海外拠点等において、日

本の文化や社会、高等教育に関する情報等、優秀な外国人留学生を受け入れるための情報発信が強

化されている。

【参考】「日本留学総合ガイドStudy in Japan」サイトのアクセス数：

約360万件(2009年度）→約790万件(2018年度）

国際交流基金においては、日本語教育拠点「さくらネットワーク」を拡充するとともに、日本語専門家等

の派遣や日本語学習教材の制作、オンラインコースの運営など、日本語教育普及活動を積極的に展開

している。これらの取組の成果により、海外における日本語教育機関数、日本語教師数、日本語学習者

はいずれも増加している。

【参考】・海外の日本語教育機関数：約15,000機関（2009）→約19,000機関（2018）

・日本語学習者数：約365万人（2009）→約385万人（2018）

アジアを中心とした訪日教育旅行の誘致・促進のための取組の強化により、訪日教育旅行者数は増加

しており、現地の学校の教員と日本側の受入自治体の交流の場を作ったことにより、毎年の相互交流に

つながった事例や訪日教育旅行の際の訪問先の選択肢も増えるなど、日本を知る機会を提供し、日本

留学のすそ野となる取組の強化が図られている。

【参考】訪日教育旅行者数：約5万5千人（2009）→約7万人（2017）

このように日本留学に関する情報や日本を知る機会の充実が図られる一方、多様化・複線化している

情報を正しく発信するワンストップサービス機能の更なる強化が重要であり、引き続き関係省庁等が連

携して、効果的・効率的な情報発信やサービスの提供を進めることが重要である。

また、日本語教育へのニーズが高まる中、海外での日本語教師の量・質の充実に取り組むことが重要

であり、また、新型コロナウイルス感染症の影響による国際的な人の往来が困難な状況も踏まえ、オンラ

インによる日本語教育事業展開の強化も必要である。

【関連データ・資料】

（注）集計ptは、最も当てはまるものを3pt、２番目に当てはまるものを2pt、３番目に当てはまるものを1ptとして集計した値を指す。
JASSO「平成29年度私費外国人留学生生活実態調査」

(pt)

JASSO「私費外国人留学生生活実態調査」より、日本を留学先に選んだ理由
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【関連データ等】
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【関連データ等】
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【取組事例】
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【関連データ等】
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【計画骨子】

【計画に基づく主な取組状況】

（渡日前入学許可等の推進）【文部科学省、外務省】

（大学等における在籍管理の徹底、入国審査の簡素化・迅速化等）【文部科学省、出入国在留管理庁】

外国人留学生の適正な受入れのため、出入国管理及び難民認定法を改正。大学等から法務省（出入
国在留管理庁）への外国人留学生の在籍状況に係る情報の届出に関する努力義務を規定。（2012年7
月～）
留学生の在籍管理に関する新たな対応方針（2019.6.11文部科学省・出入国在留管理庁）の策定
外国人留学生の受入れ拡大に伴う入国審査体制の充実・強化
在籍管理が適正に行われている大学等からの申請に対し、提出書類の簡素化や審査期間の短縮を実
施

「日本留学情報サイト」（https://www.studyinjapan.go.jp/ja/）を開設し、日本留学に関する情報の発信
を強化するとともに、留学フェア等の開催を推進。
海外において外国人留学生を積極的に獲得するため、大学の海外拠点等を活用し、オールジャパンで
日本留学を促進するための情報発信等を行う海外拠点事業を開始。【海外4か国（ミャンマー、ザンビ
ア、インド、ブラジル）に拠点開設（2014年度～）、東南アジア（ASEAN）、南西アジア、中東、アフリカ（サ
ブサハラ）、ロシア及びCIS諸国、南米（2018年度～）】

（留学に関する情報発信の強化）【文部科学省、外務省】

外務省・在外公館の協力を得て、日本留学試験（独立行政法人日本学生支援機構実施）及び日本語
能力試験（独立行政法人国際交流基金）の海外の試験実施国・都市を拡大。
【日本留学試験海外試験会場：12か国・15都市（2008）→14か国・18都市（2019）】
【日本語能力試験海外試験会場：51か国・地域・144都市（2008）→86か国・地域・260都市（2019）】

日本留学希望者が、来日することなく母国で日本の大学等の入学許可を受けられるよう、国の奨学金
（留学生受入れ促進プログラム（文部科学省外国人留学生学習奨励費））における渡日前入学許可に
よる採用者等への予約枠を拡充。大学等の渡日前入学許可の実施を促進した。
【2008年度：721人（全体の約0.6割）→2020年度：4,840人（全体の約6割）】

① ウェッブ等を通じ、入試など留学に関わる大学等の情報発信機能の強化。
② 日本留学試験の改善や、日本語能力試験、TOEFL、IELTSなどの既存の試験を活用した渡日前入学

許可を推進。また、宿舎や奨学金採用など安心して留学するための受入れまでの手続きの渡日前の
決定を促進。

③ 海外において留学生を積極的に獲得するための大学等の海外拠点の展開と、大学等同士の共同・連
携の推進。

④ 大学等の在籍管理の徹底と入国時や入国後の在留期間の更新申請等に係る審査の簡素化や審査
機関の短縮。

必要な留学情報の入手から入学許可、宿舎などの決定まで母国で可能とする体制を整備する。また、
入国が円滑にできるよう、留学生の質にも留意しつつ入国審査等を見直す。

２．入試・入学・入国の入り口の改善～日本留学の円滑化～

方策 ２
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各大学や独立行政法人日本学生支援機構等においては、それぞれのホームページの多言語化や

SNSの活用等により、優秀な外国人留学生への情報発信の取組を強化している。

各大学等が設置する海外拠点数も増加しているが、単独での拠点開設等が困難な国・地域もあり、海

外における外国人留学生を更に積極的に獲得するため、文部科学省において、大学の海外拠点等を活

用し、オールジャパンで日本留学を促進するための情報発信拠点とする事業を開始しており、拠点数は

現在10となっている。このように、複数の大学等が持つリソースや機能を共有する取組みは今後一層推

進する必要がある。

【海外4か国（ミャンマー、ザンビア、インド、ブラジル）に拠点開設（2014年度～）、東南アジア（ASEAN）、

南西アジア、中東、アフリカ（サブサハラ）、ロシア及びCIS諸国、南米（2018年度～）】

また、外国人留学生が渡日することなく母国で入学許可を受けられるよう、日本留学試験（独立行政法

人日本学生支援機構実施）及び日本語能力試験（独立行政法人国際交流基金）の海外会場の増設が

図られており、これらの会場での志願者数は、着実に増加するとともに、日本留学試験及び日本語能力

試験を活用して渡日前入学許可を行う大学等の数も拡大していることから、日本留学希望者のニーズを

踏まえながら、今後も取組を継続していくことが重要である。

【参考】日本留学試験（海外会場）志願者数：8,905人（2008）→15,167人（2019）

【参考】日本語能力試験（海外会場）志願者数：538,925人(2008)→882,288人(2019）

【参考】日本留学試験を活用して渡日前入学許可を行う大学等数： 77（2008）→185（2019）

留学生受入れの質を高めていくためには、受入機関である大学等において、能力と修学意欲の高い

優秀な学生を受入れ、適切に在籍管理を行っていくことが不可欠である。しかしながら、一部の大学等で

の不適切な外国人留学生の受入れ・在籍管理の事例が発生したことから、文部科学省・出入国在留管

理庁が連携し、「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」（2019年6月11日）を策定・公表し

たところであり、今後も関係省庁が協力・連携しながら、大学等における在籍管理の徹底を図ることが必

要である。

【検証結果】

【関連データ・資料】

12

＊年2回開催



【関連データ等】
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【計画骨子】

【計画に基づく主な取組状況】

方策 ３

３．大学等のグローバル化の推進～魅力ある大学づくり～

留学生を引きつける魅力ある大学づくりとして、英語のみによって学位取得が可能となるなど大学等
のグローバル化と大学等の受入れ体制の整備について支援を重点化して推進する。

① 国際化の拠点となる大学を３０選定し重点的育成。
② 国際化拠点大学やCOEでは原則英語のみによる学位取得を可とするなど、英語のみによるコースを

大幅に増加し、国際的な教育研究拠点づくりを推進。
③ 交換留学、単位互換、ダブルディグリーなど国際的な大学間の共同・連携や短期留学、サマースクー

ルなどの交流促進、学生の流動性向上、カリキュラムの質的保証などにより大学等の魅力を国際的に
向上。

④ 専門科目での外国人教員の採用を増やし、教育研究水準を向上。
⑤ 留学生の受入れや日本人学生の海外留学の推進を図るため、大学等における９月入学を促進。
⑥ 留学生受入れのための大学等の専門的な組織体制を強化し、組織的な受入れを充実。
⑦ 国費留学生等の優先配置、財政支援の傾斜配分、競争的資金やGPによる支援などにより、グローバ

ル化を積極的に進める大学等への支援を重点化。

（国際化拠点大学の重点的な育成）【文部科学省】

世界の大学間競争が激化する中、英語による授業等の実施体制の構築や、留学生受入れに関する体
制の整備、戦略的な国際連携の推進等、我が国を代表する国際化拠点の形成の取組を総合的に支援
するため、平成21（2009）年度から「国際化拠点整備事業（グローバル30）」を開始。（～平成25（2013）年
度。平成23（2011）年度より事業組み直しにより「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」）
若い世代の「内向き志向」を克服し、国際的な産業競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、グ
ローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を図るため、平成24（2012）年度から「グロー
バル人材育成推進事業」を開始。（～平成28年度。平成26年度より、後述のSGU採択校はSGUへ移行
し、「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援」へ組み替え。）
平成26（2014）年度から「スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）」として、世界トップレベルの大
学との交流・連携を実現、加速するための新たな取組や、人事・教務システムの改革などの体質改善、
学生のグローバル対応力育成のための体制強化など、徹底した国際化に取り組む大学を重点支援（37
大学）。

（学生の交流規模の拡大）【文部科学省】

（国費留学生等の国際化拠点大学への優先配置）【文部科学省】

国費外国人留学生制度及び「留学生受入れ促進プログラム」における国際化拠点大学等への外国人
留学生用奨学金の優先配分

（国際的な大学間連携の促進）【文部科学省】

世界的に学生の交流規模が拡大する中において、我が国にとって重要な国・地域の大学と質保証を
伴った連携・学生交流を戦略的に進め、国際的通用性を備えた質の高い教育を実現するとともに、我
が国の大学教育のグローバル展開力を強化する「大学の世界展開力強化事業」を平成23（2011）年度
から開始。（再掲）
平成26（2014）年度に、外国の大学と共同で単一の学位記を授与し、優秀な外国人留学生の戦略的な
受入れにも資するジョイント・ディグリーの構築を可能とする制度改正。

世界的に学生の交流規模が拡大する中において、我が国にとって重要な国・地域の大学と質保証を
伴った連携・学生交流を戦略的に進め、国際的通用性を備えた質の高い教育を実現するとともに、我
が国の大学教育のグローバル展開力を強化する「大学の世界展開力強化事業」を平成23（2011）年度
から開始。
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【検証結果】

大学の国際化や大学間交流・学生交流の戦略的な推進等により、大学において、留学生を受け入れるた

めの体制が強化されている。また、徹底した国際化の推進が、大学の体質改善・改革の契機となり、国際

化対応が大学組織内に根付きつつある。

【参考】・英語による授業実施：学部190大学、研究科171大学（H20）→学部305大学、研究科227大学（H30）

・英語による授業のみで卒業・修了可：

7大学8学部、 73大学139研究科(H20) →42大学73学部、107大学269研究科(H30）

・大学間交流協定数のうち、ダブル・ディグリーに関する事項が含まれ、学生交流の実績があるもの:

国：33件 公：7件 私：107件 計：147件（H20）→ 国：196件 公：14件 私：249件 計：459件(H30) 

・単位互換に関する交流協定を締結している大学数：246大学（H20) → 406大学(H30) 

「グローバル30」採択大学において、英語の授業で卒業できる学位プログラムの開設、国際公募による外

国人教員等の配置、留学生受入の促進等により、大学の国際化（主に学生受入）が進展した。

【参考】・英語による授業のみで卒業・修了可：0学部、8研究科（H21）→ 33学部、123研究科（H25）

・外国人教員数：2,358人（H20）→ 3,211人（H25）

・留学生の受入：23,083人（H20）→ 32,188人（H25）

「グローバル人材育成推進事業」採択大学において、各大学が定める外国語力スタンダードを満たす学生

及び外国語による授業科目数の増加、留学経験者の倍増等、大学の国際化（主に学生派遣）が進展し

た。

【参考】・外国語力スタンダードを満たす学生：5,552人（H25）→ 8,613人（H28）

・外国語による授業科目数：8,904科目（H24）→ 21,191人（H28）

・海外留学経験者数：6,578人（H23）→ 11,577人（H28）

「スーパーグローバル大学創成支援事業」採択大学において、我が国の高等教育のグローバル化を牽引

する大学群の国際化が着実に推進され、大学ランキングに関する国際スコアや我が国の高等教育のプレ

ゼンスも向上している。一方、事業の成果・実績に関して、採択大学間の連携や採択大学以外への横展

開を今後より一層強化し、ポストコロナを見据えた我が国の高等教育の更なる国際通用性・競争力の向

上の実現を図ることが必要である。

【参考】・外国語のみで卒業できるコースの在籍者の割合：3.9%（H25）→ 6.7%（H30）

・外国語能力基準を満たす職員の割合：8.6%（H25）→ 16.4%（H30）

・日本人学生に占める単位取得を伴う留学経験者の割合：3.1%（H25）→ 5.9 %（H30）

「大学の世界展開力強化事業」採択大学において、質保証を伴った海外大学との教育プログラムによる日

本人学生の海外派遣と外国人学生の受入が促進された。一方、コロナ禍を契機に、国際協働オンライン

学習プログラムなどがより促進されてきており、今後はオンラインの活用を通じた新たな留学生層の獲得

や、実渡航とオンラインの特性・利点を活用した国際教育・交流プログラムの構築を主導していくことが必

要である。

【参考】交流実績（延べ）2011年～2019年：派遣約16,000人、受入約14,000人
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【検証結果】

【関連データ・資料】

ジョイント・ディグリーは、学生に一つの大学では提供できない高度なプログラムの学修機会を与えるととも

に、我が国の大学にとっても教育課程の在り方や授業の方法等を国際通用性ある形へと見直す好機とな

るなど、大学の国際化に効果的な取組である。一方で、広がりは限定的であるため、手続き・要件の簡略

化なども含めた、更なる拡大に向けた推進策の検討が必要である。

【参考】ジョイント・ディグリーの開設状況：制度改正(H26) → 11大学24件(R2)

一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国際的な人の往来が難しい中、大学では、国内外の

大学とのネットワークや国際的なプラットフォームを活用したオンラインによる国際教育機会を確保しつつ

ある。

今後、ニューノーマルにおける優秀な学生の獲得等の国際競争を勝ち抜くためには、例えば、海外に対し

て、オンラインを活用した日本の強みと魅力の発信や、学位記・成績証明書などの電子化等、更なる体質

改善・国際通用性の向上に繋がる取組を推進していく必要がある。

16

事業期間：平成21年度～平成25年度



【関連データ等】

（参考）ＧＧＪにおける各指標の進捗について

（ＧＧＪ）
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【関連データ等】
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【関連データ等】
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【関連データ等】
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【関連データ等】
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【計画骨子】

【計画に基づく主な取組状況】

４．受入れ環境づくり ～安心して勉学に専念できる環境への取組～

宿舎確保の取組など留学生が安心して勉学に専念できる受入れ環境づくりを推進する。また、地域や
企業等が一体となった交流支援を促進する。

① 大学等が各関係機関と連携し、短期留学を含め渡日後１年以内の留学生に宿舎を提供できるよう、大
学の宿舎整備、民間宿舎確保の円滑化、公的宿舎の効率的活用等の多様な方策を推進。

② 国費外国人留学生制度、私費留学生学習奨励費については、その改善を図りつつ活用。
③ 地域・企業等のコンソーシアムによる交流を支援することや、関係者が一堂に会する場として、全国レ

ベルの交流推進会議を創設。
④ 留学生が留学後困らないよう、日本語教育機関・大学等の日本語教育担当部署をはじめとした国内の

日本語教育の充実。
⑤ カウンセリングなど留学生や家族への生活支援の取組を推進。

方策 ４

（外国人留学生に対する宿舎支援等の充実）【国土交通省】

（国内の日本語教育の充実）【出入国在留管理庁、文部科学省（文化庁）】

【公営賃貸住宅の活用】
外国人留学生向け宿舎に係る公営住宅の目的外使用簡素化による支援
在留資格を持つ外国人に対する公営住宅等の供給支援
外国人離職退去者の居住安定を図るための公営住宅等の空き家活用の支援

【民間賃貸住宅への入居支援】
外国人が民間賃貸住宅に円滑に入居するための居住支援協議会の取組支援
外国人世帯の入居を受け入れる賃貸住宅に対する家賃債務保証の支援
外国人等の住宅確保用要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進

日本語教育機関の告示基準の見直し（抹消基準の厳格化、新たな抹消基準の追加、告示基準適合性
に係る定期的な点検及び地方出入国在留管理局に対する報告の義務付け等）による日本語教育機関
の適正化
「日本語教育の推進に関する法律」（令和元年６月公布・施行）に基づく「日本語教育の推進に関する施
策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（令和２年６月閣議決定）において、外国人留
学生等に対する日本語教育機会の充実について規定
留学生を含む外国人等の日本語教育環境を強化するため、都道府県及び指定都市が行う地域日本語
教育の総合的な体制づくりの推進等の実施
日本語教育人材（留学生に対するものも含む）の資質・能力を向上させるための研修プログラムの開
発・実施並びにその普及の実施

（多様な奨学金制度の充実）【文部科学省、外務省】

外国人留学生の修学を支援する奨学金予算の確保
・国費外国人留学生制度：222億円（2008）→185億円（2020）
・「留学生受入れ促進プログラム」：80.8億円（2008）→35.5億円（2020）
国費外国人留学生制度及び「留学生受入れ促進プログラム（文部科学省外国人留学生学習奨励費）」
において、実践的な教育プログラムの提供や充実した就職支援を行う大学等への奨学金枠の優先配
分を実施、「留学生受入れ促進プログラム」における予約枠の充実
無償資金協力、有償資金協力、技術協力等を活用した途上国の人材育成のための留学機会の提供

（人材育成奨学計画（JDS）（2008－）3,498人、技術協力4,143人）
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【検証結果】

外国人留学生が安心して勉学に専念できる受入れ環境づくりを推進するため、留学生向け宿舎として

公営住宅を使用する場合の目的外使用承認の手続きの簡素化や、在留資格を有する外国人に対する

公営住宅等の供給支援等により、外国人留学生向けの公営住宅活用戸数は徐々に増加傾向にある。

【参考】公営住宅の留学生向け宿舎としての目的外使用実績

2015度末時点：2事業主体、9戸→2018年度末時点：5事業主体、29戸）

【参考】公営住宅への外国人入居戸数：36,978戸（2018年度末時点）

また、民間賃貸住宅への入居支援に関しても、居住支援協議会又は居住支援法人等が行う、住宅確

保配慮者の民間賃貸住宅への入居の円滑化に関する活動等について、外国人の入居の円滑化に係る

場合の補助金上限額の増額（2020年度）や、外国人世帯の入居受入可能な賃貸住宅に対する家賃保

証支援について、家賃債務保証業者等に対し、サービスの利用に当たって、外国人ということを理由と

して不当な差別が行われないよう、事業者に対する周知徹底や指導が行われている。

新たな住宅セーフティネット制度に基づく、外国人等の住居確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

（セーフティネット登録住宅）については、2021年2月末現在で302,341戸が登録され、これら登録戸数の

うち、外国人の入居を拒まないものは295,760戸（97.8％）となっており、外国人等の入居を拒まない賃貸

住宅の供給促進が図られてきた。

各大学等においても、外国人留学生と日本人学生が混住する新たな留学生宿舎の建設や、外国人留

学生に対する住環境支援等の取組が進められているが、居住地域に関する知識不足等により、外国人

留学生が生活の中で直面する問題・不安解消のための相談体制の充実を引き続き図っていく必要があ

る。

また、外国人留学生への奨学金については、国費外国人留学生制度及び私費外国人留学生向けの

「留学生受入れ促進プログラム（文部科学省学習奨励費）等により、236億円の予算を計上し、約2万4千

人に対して支援が行われている。（2020年度）

これら奨学金について、 「国費外国人留学生制度」においては、外国人留学生にとってより魅力ある

教育が受けられるよう、事前にプログラムを公募し、採択したプログラムに優先的に国費外国人留学生

を配置する「特別枠」を拡充するなどの改善が図られているほか、優秀な外国人留学生が安心して日本

留学に向かうことができるよう、「留学生受入れ促進プログラム」において、母国にいながら渡日前入学

許可を受け、奨学金の決定を受けることができる「予約枠」を拡充するなどの改善が図られている。

大学等における外国人留学生への日本語教育プログラムが充実するとともに、大学等への進学等を

目的とする外国人留学生を受け入れる日本語教育機関数も増加し、日本語教育機関で学ぶ外国人留

学生数は2019年には約8万3千人となっている。日本語教育機関の告示基準の見直しにより、日本語教

育機関の適正化が進められており、今後も関係省庁が連携して、日本語教育の質の向上を図ることが

重要である。
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【関連データ等】
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【関連データ等】
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【関連データ等】

26

出典：文化庁「令和元年度国内の日本語教育の概要」

●国内における日本語教育実施機関・施設数、日本語教師等数、日本語学習者数の推移



【関連データ等】
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【計画骨子】

【計画に基づく主な取組状況】

方策５

５．卒業・修了後の社会の受入れの推進 ～社会のグローバル化～

卒業生が日本社会に定着活躍するために、大学等はもとより産学官が連携した就職支援や受入れ、
在留期間の見直しなど社会全体での受入れを推進する。

① 大学等の専門的な組織の設置などを通じた留学生の就職支援の取組の強化。
② インターンシップ、ジョブカードの活用、就職相談窓口拡充など産学官が連携した就職支援や起業支援の

充実。
③ 企業側の意識改革や受け入れ態勢の整備を促進。
④ 就労可能な職種の明示等在留資格の明確化や取扱いの弾力化、就職活動のための在留期間の延長の

検討。
⑤ 帰国留学生の同窓会の組織化支援、活動支援など帰国後の元日本留学生のフォローアップの充実を図

り、元日本留学生に日本の理解者・支援者として活躍してもらうための人的ネットワークの維持・強化。

大学が自治体や産業界と連携し、留学生への「ビジネス日本語」「キャリア教育」「インターンシップ」を一
体として提供する質の高い教育プログラムを選定。（全国15拠点）
同様の取組を全国展開するための「留学生就職促進教育プログラム認定制度」を創設

（大学における就職支援の取組強化）【文部科学省】

（外国人雇用サービスセンターを中心とした留学生就職支援体制の強化）【厚生労働省】

福岡外国人雇用サービスセンターの新設（2019年8月）や東京外国人雇用サービスセンターの外国人在
留支援センター（FRESC）への入居（2020年7月）など就職支援体制を強化。全国4拠点（東京、愛知、大
阪、福岡）で、留学早期の意識啓発からマッチング・定着に至るまで、各段階で多様な支援メニューを提
供。
上記拠点に加え、外国人留学生が多い地域のハローワークに留学生コーナーを設置（7か所（2014）
→21か所（2020））
国内就職の更なる促進のため、大学とハローワークの留学生就職支援協定を通じた留学早期からの一
貫した就職支援の実施（2021年3月末時点で３大学と締結済み）
JETROと外国人雇用サービスセンターが連携した、オンラインによる就職面接会の実施

（企業側の意識改革や受入れ体制の整備促進）【経済産業省、厚生労働省】

日本企業（中堅・中小企業）における海外在住の外国人学生等のインターン受入れを実施し、日本企業
が海外展開等に取り組む体制強化を促進
帰国した元留学生等へのオンライン（SNS）・オフライン（ジョブフェア）による日本企業の採用機会の提供
政府の未来投資戦略2018に基づき、政府関係省庁連携の下で日本貿易振興機構（JETRO）に設置され
た「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」を通じて、高度外国人材の雇用や採用後の活躍に関する
情報発信や企業への伴走型支援などを実施
外国人雇用サービスセンターとJETROが連携した、オンラインによる就職面接会の実施
産学官連携の下、外国人留学生等の多様性に応じた採用選考や、採用後の柔軟な人材育成・待遇等を
企業が実践する際に押さえておくべき事項や好事例を整理した「外国人留学生の採用や入社後の活躍
に向けたハンドブック」を作成し、横展開
外国人雇用管理に係る企業向けセミナーの実施や、「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備す
るために～雇用管理に役立つ好事例集～」、「海外IT人材採用・定着ハンドブック」等の作成・周知を通じ
た、働きやすい職場環境整備の促進
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（就労可能な在留資格の拡充等）【出入国在留管理庁】

就労可能な在留資格の拡充
国内の介護福祉士養成施設等を卒業し、介護福祉士国家資格を取得した留学生のための在留資格「介
護」の創設（2017.9施行）や、大学等の卒業生が経済産業省告示に沿って地方公共団体から起業支援を
受けることを前提に、最長1年間の起業準備活動を認める在留資格「特定活動（起業準備活動）」の創設
（2018.12施行） 等
卒業後の就職活動の支援

大学・専門学校卒業後、一定の要件の下、最長1年間、継続して就職活動を行うことができる、在留資格
「特定活動（継続就職活動）」の運用 等
専用の相談窓口の開設

全国の地方出入国在留管理官署において、就労資格への変更手続等に係る個別相談に応じる専用窓
口の開設

（帰国留学生会の活動支援等による人的ネットワークの強化）【外務省】

在外公館等を通じ、帰国留学生のフォローアップとして、帰国留学生会の設立や活動支援を実施。特
に、ASCOJA（ASEAN元日本留学生評議会）の活動支援を実施。

【検証結果】

近年、大学においては、学生の就職支援のための全学的なセンター等を設置することが一般化してお

り、外国人留学生の受入れ増加に伴い、国内・日系企業への就職を希望する外国人留学生に対しても、

こうしたセンター等において様々な支援が展開されている。

【参考】学生の就職支援のためのセンター等を設置する大学：70.0％（2011年度）→80.3％（2018年度）

就職に向けた教育プログラムの提供面では、大学が地域の自治体や産業界と連携し、就職に必要なス

キルである「ビジネス日本語」、日本での企業文化等の「キャリア教育」、「インターンシップ」を一体として

学ぶ質の高い教育を実施することで、外国人留学生の国内企業等への就職を促進する取組が展開され

ている。（全国15拠点、参加大学等数：33機関、参画企業等数：164（令和2年11月現在） ）

こうした大学等での外国人留学生への就職支援の充実に加え、留学生を含む高度外国人材の就職支

援拠点である外国人雇用サービスセンター（東京、愛知、大阪、福岡の4拠点）において、留学早期の意

識啓発からマッチング・定着に至るまで、各段階で多様な支援メニューを提供するとともに、外国人留学

生が多い地域のハローワークに「留学生コーナー」を設置するなど、ハローワークの全国ネットワークの

強みを活かした就職支援が実施されている。

また、国内就職の更なる促進のため、大学とハローワークの留学生就職支援協定を通じた留学早期から

の一貫した就職支援の取組も新たに始まっており（2021年3月末時点で３大学と締結済み）、引き続き、協

定の締結等を通じた大学等とハローワークとの連携が求められている。

更に、JETROと外国人雇用サービスセンターが連携して、オンラインでの就職面接会を実施するなど、新

型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた取組も実施されている。

高度外国人材活躍推進プラットフォームの取組の一環として開設された高度外国人材活躍推進ポータ

ルサイトを通じ、日本での就労を希望する外国人留学生等と高度外国人材の採用に関心がある中堅・中

小企業の双方に対し、日本の生活・就労環境や入管制度の情報、関係省庁等が実施する高度外国人材

関連の各種イベント情報など、政府一体となった情報提供の取組が進んでいる。また、日本企業が外国

人インターンを受け入れるインターンシッププログラムや、高度外国人材の採用を考える中堅・中小企業

に対するワンストップサービスや専門家活用による伴走型支援を進める中、中堅・中小企業を含め、高度

外国人材活用に関心を持つ企業層の幅が広がるとともに、企業からの相談内容も採用から外国人材の

社内での活躍・定着と徐々に深まってきている。

【参考】国際化促進インターンシップ事業（経済産業省）応募企業数・応募者数の推移

2016年度：応募企業数219社、応募者数：9,367名→2018年度：応募企業数304社、応募者数10,830名

【参考】高度外国人材活躍推進プラットフォームにおける伴奏型支援実施企業数の推移

2019年度：伴走型支援実施企業数209社→2020年度：伴走型支援実施企業数266社 29



加えて、外国人留学生が卒業・修了後に日本社会に定着し・活躍するため、在留資格「介護」や「特定

活動（起業準備活動）」の創設等、就労可能な在留資格の拡大や在留資格手続きの柔軟化・明確化が

進められてきた。

こうした取組の成果により、日本の高等教育機関（大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学

校）を卒業・修了した外国人留学生の国内就職者数は、「留学生30万人計画」が策定された2008年時

点の8,718人から、2019年には22,828人（約2.6倍）へと増加している。この間、卒業・修了者に占める国

内就職者の割合も、2008年時点の25.3％から2019年には36.9％にまで増加している。

しかし、近年、その伸びは鈍化してきており、定着促進に向けた更なる取組の強化が求められてい

る。その一環として、留学生が、入学後の早い段階から、卒業・修了後のキャリアパスについて検討し、

そのための必要な情報やスキルを取得できるよう、国内就職に係る正しい情報発信や、必要なスキル

が習得できる教育プログラム等の提供等、関係機関が一体となってサポートを強化していく必要があ

る。

この間の国内就職率の伸びを在籍段階別に分析すると、大学、大学院については、2008年の33.1％

から2019年の36.8％への微増である一方、短期大学については18.8％から60.9％へ、専門学校につい

ては、16.4％から39.2％へと大きな伸びを見せている。

また、日本国内で就職する外国人留学生の96.7％をアジア出身者が占めることは、特にアジアとの間

のヒト、モノ、カネ、情報の流れを拡大する「グローバル戦略」の一貫である「留学生30万人計画」の目

的に沿った動向となっている。

母国に帰国する外国人留学生に対しても、在外公館の支援や受入大学の努力等により、多くの帰国

留学生会が設立されるなど、帰国後に母国において親日人材として活躍してもらうための人的ネット

ワークが強化されてきており（帰国留学生会の数：74か国、約160（2008年）→115か国、216組織（2020

年度））、2021年3月にはこのネットワーク強化を目的としたオンラインによる帰国留学生総会を開催し

た。

さらに、国費外国人留学生の中には、帰国後、行政官となって、駐日大使として再び我が国に来日した

り、学長となって、我が国の大学との交流を深めたりと、両国間の架け橋となって活躍している多くの事

例がある。

帰国した元留学生が親日人材として我が国との架け橋となるよう、留学後のフォローアップ及び帰国留

学生とのネットワークの更なる強化等、継続的な取組が重要である。
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【関連データ】

国内就職者数（2008→2019）

●国内就職率の推移（2008→2019）
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（単位：人）
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【関連データ】

【参考】日本語教育機関卒業者の進路状況（2019）



【関連データ】
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【関連データ】
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Ⅱ.新型コロナウイルス感染症の留学生交流への影響

2020年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大は、国際的・国内的な人の往来や集合を困難とし、教

育の在り方そのものにも、また、優秀な外国人留学生の受入れや日本人学生の海外留学にも大きな影

響を与えている。

外国人留学生の入学時期は大きく3月～4月と9月～10月に分かれているが、2020年1月以降の新型コ

ロナウイルス感染症の拡大や入国・渡航制限の影響による留学の延期・中止等もあり、2020年5月1日現

在の外国人留学生数は、対前年比10.4％減の279,597人となっている。

一方、こうした困難な状況下にあっても、高等教育における国際交流機会を確保するため、いわゆる

「オンライン留学」等、遠隔・オンラインを活用した教育の提供や、ICTを用いてオンライン上で日本人学

生と外国人留学生が双方向で協働しながら学ぶCOIL（Collaborative Online International Learning）方式

等に基づく取組が注目され、好事例として広く共有されつつあるなど、新たな動きもみられている。

オンラインによる国際交流は、実際に現地に渡航しなくとも、異文化交流や国際体験が可能という利点

がある一方、実留学と比較すれば、授業外での活動も含め、多様な価値観を有する人々とのコミュニ

ケーションの深化や、異文化への理解、留学先での多様な国際体験を積み重ねる面で、効果が薄れると

の指摘もなされている。

【関連データ・資料】
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Ⅲ.今後の施策の方向性

新型コロナウイルス感染症の拡大は、国境を越えた人の物理的な移動を困難にするという、海外留

学の根幹を揺るがす極めて大きな負荷を生じさせている。

こうした状況下において、日本、また世界の大学等においては、遠隔・オンラインを活用した教育の

提供が急速に進みつつあり、新型コロナウイルス感染症収束後のポスト・コロナ期においても進展し

ていくことが予想される。

教育における遠隔・オンラインの活用は、外国人留学生が日本の教育に触れる機会を提供する上で

物理的な制約による垣根を低くし、これまで日本に関心のなかった優秀な学生を日本留学へと動機づ

ける上でも、教育プログラムそのものの魅力や価値を高める上でも有効であり、高等教育全体として

対面授業と遠隔・オンライン教育を効果的に組み合わせたハイブリッド型教育が進展する中で、留学

に関してもこのような動きを踏まえた新たな工夫が求められている。

日本人学生・外国人留学生の別なく、学生にとって魅力ある教育とは、対面・オンラインの二者択一

ではない。海外の優秀な人材の受入れを拡大することで、世界の活力を我が国の成長のエネルギー

としていくという「留学生30万人計画」が掲げた理念を実現する観点でも、遠隔・オンラインの利点も活

かしつつ、優秀な外国人留学生を実際に日本に受入れ、日本社会の中で日本人学生とともに教育を

受ける機会を提供する「実留学」を引き続き推進していくことが重要である。

さらに、外国人留学生の受入れを適切に推進していくためには、我が国の技術的優位性を確保・維

持する観点等を踏まえ、大学等における技術流出防止対策の強化とのバランスを図っていくことが重

要となっている。

これらのことから、ポスト「留学生30万人計画」の留学生施策は、コロナ禍で生じた世界的な高等教

育の動向や本検証の中で抽出された適切な在籍管理をはじめとする課題、また、技術流出防止の観

点にも十分留意しながら、留学生交流の入り口部分である受入数を重視するこれまでの視点から、我

が国において質の高い教育を受けた優秀な外国人留学生の日本社会への定着度の向上や帰国した

外国人留学生の親日派・知日派としての活用及びそのネットワーク強化による諸外国との友好関係

の強化等、より出口（アウトカム）に着目して受入れの質の向上を図る視点に転換し、引き続き関係省

庁が連携・協力しながら施策の深化を図るべきである。

さらには、質の高い外国人留学生の受入れと合わせ、我が国が持続的に成長を遂げ、多様な文化

を尊重した活力ある共生社会を実現していくためには、日本人学生を真のグローバル人材として育成

することが重要である。また、高等教育段階のみならず高等学校段階での海外留学経験は貴重であ

り、更に推進していく必要がある。「トビタテ！留学JAPAN」による留学機運醸成に引き続き取り組むと

ともに、日本人学生の海外留学の促進も含めて、学生の派遣・受入の両面で質の高い国際流動性を

実現することが重要である。例えば、来日した優秀な外国人留学生との交流を通じ、日本人学生が海

外留学を志すなどの好循環を形成していくことが考えられるが、そのための具体的な取組内容につい

て引き続き検討していくべきである。
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